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津市告示第２２３号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年１０月１日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

５１０７４８２ 平成２５年１０月１日 平成２６年８月１日

１２９０９２９ 平成２６年２月１２日 平成２６年８月２１日



津市告示第２２４号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例第１２条第２項、第１３条第２項及

び第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第

１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２６年１０月３日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

豊が丘地内 １ 平成２６年 ９月 ２日

丸之内地内 １ 平成２６年 ９月１１日

アスト公共自転車等駐車場 １２９ 平成２６年 ９月１６日

アスト公共自転車等駐車場 ６４ 平成２６年 ９月１７日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月１８日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月１８日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２６年 ９月１９日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ９月１９日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ９月２４日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月２４日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月２４日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ９月２５日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月２６日

久居新町地内 ４ 平成２６年 ９月２６日

雲出伊倉津町地内 １ 平成２６年 ９月２６日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ９月２９日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月２９日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月２９日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月２９日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 ２ 平成２６年 ９月３０日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２６年 ９月３０日

２ 保管期間  

    告示の日から９０日間 



３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２２５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、

地縁による団体を認可し、同条第１０項の規定により次のとおり告示する。 

  平成２６年１０月６日 

津市長 前 葉 泰 幸    

１ 名称 

  白塚旭町自治会 

２ 規約に定める目的 

  本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な

地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。 

 回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡 

 美化・清掃等区域内の環境の整備 

 集会所の維持管理 

 会員の親睦と交流 

 防災、防火、交通安全対策 

３ 区域 

  本会の区域は、次の各号の旭町単位自治会ごとに掲げる区域とする。 

 旭町東自治会にあっては、津市白塚町４６０１番地から４６５４番地ま

で、４６５７番地から４６６０番地まで、４６６８番地、４７０１番地、

４７０２番地、及び４７１０番地から４７６９番地までの区域 

 旭町西自治会にあっては、津市白塚町４５１７番地から４６６０番地ま

での区域 

 旭町小山自治会にあっては、津市白塚町３１０５番地から３２２９番地

まで、及び３２７１番地から３３７７番地までの区域 

 旭町口起自治会にあっては、津市白塚町３３７８番地から３５９３番地

までの区域 

４ 主たる事務所 

  三重県津市白塚町４７０１番地 

５ 代表者の氏名及び住所 

  杉本 清治 

  三重県津市白塚町３３２４番地１ 



６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有 

無 

  無し 

７ 代理人の有無 

  無し 

８ 規約に定める解散の理由 

  本会は、地方自治法第２６０条の２０第２号、第３号、第４号及び第５号

の規定により解散する。 

  総会の議決に基づいて解散する場合は、代表会員の４分の３以上の承諾を

得なければならない。 

９ 認可年月日 

  平成２６年１０月６日 



津市告示第２２６号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２６年１０月７日

津市長 前 葉 泰 幸  

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

９２０１９９８ 平成２５年１０月１日 平成２６年９月５日



津市告示第２２７号 

平成２６年産麦に係る農作物共済（一筆方式）の共済金の支払額を決定した

ので、津市農業共済条例（平成１８年津市条例第１８５号）第４１条の規定に

より、農作物共済加入者ごとに共済金の支払額、農作物共済減収量、共済金の

支払期日及び共済金の支払方法を次のとおり公表する。 

平成２６年１０月７日 

津市長 前 葉 泰 幸   

共済金支払額及び減収量等一覧 

加入者 地域 地区 
共済金支払額 

 （円）

減収量 

(㎏)
支払期日 支払方法 

Ａ 美里 長野 152,643 1,241

平成 26 年 

9 月 29 日 
口座振込 

Ｂ 美里 辰水 28,536 232

２人 計 181,179 1,473



津市告示第２２８号 

 津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第１５条第２項の規定に

より、指定工事店を次のとおり指定店の効力を停止するので、同条例第１７条

第１項の規定により告示する。 

  平成２６年１０月９日 

                 津市長 前 葉 泰 幸   

指定を停止した工事店及び停止期間 

工 事 店 名 所   在   地 指  定  期  間 

日々野設備 
津市高茶屋小森町 

１７１０番地１６ 

平成２６年１０月１０日から 

平成２６年１０月２４日まで 









津市公告第１４４号

 予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により、下記

のとおり公告します。

 平成２６年１０月１日

                      津市長 前 葉 泰 幸

記

１ Ａ類予防接種の種類、対象者の範囲及び実施期間

種類 対象者の範囲 実施期間

急性灰白髄炎（ポリオ）
生後３か月から９０か月に至るま

での間にある者

平成２６年４

月１日から平

成２７年３月

３１日まで

ジフテリア、百日せき、

急性灰白髄炎及び破傷

風混合

生後３か月から９０か月に至るま

での間にある者

ジフテリア、百日せき及

び破傷風混合

生後３か月から９０か月に至るま

での間にある者

ジフテリア及び破傷風

混合

１１歳以上１３歳未満の者、生後

３か月から９０か月に至るまでの

間にある者

麻しん及

び風しん

混合

第１期 生後１２か月から２４か月に至る

までの間にある者

第２期 ５歳以上７歳未満の者で、小学校

就学の始期に達する日の１年前の

日から当該始期に達する日の前日

までの間にある者

麻しん

第１期 生後１２か月から２４か月に至る

までの間にある者

第２期 ５歳以上７歳未満の者で、小学校

就学の始期に達する日の１年前の

日から当該始期に達する日の前日

までの間にある者



風しん

第１期 生後１２か月から２４か月に至る

までの間にある者

第２期 ５歳以上７歳未満の者で、小学校

就学の始期に達する日の１年前の

日から当該始期に達する日の前日

までの間にある者

日本脳炎

生後６か月から９０か月に至るま

での間にある者及び９歳以上１３

歳未満の者並びに平成７年４月２

日から平成１９年４月１日までの

間に生まれた者で、２０歳未満の

者

結核 生後１歳に至るまでの間にある者

Ｈｉｂ感染症 生後２か月以上６０か月未満の者

小児の肺炎球菌感染症 生後２か月以上６０か月未満の者

ヒトパピローマウイル

ス感染症

小学６年生から高校１年生までの

相当年齢の女子

水痘 生後１２か月から生後３６か月に

至るまでの間にある者並びに、生

後３６か月に至った日の翌日から

生後６０か月に至るまでの間にあ

る者

平成２６年１

０月１日から

平成２７年３

月３１日まで

２ Ａ類予防接種の実施場所

別表「津市Ａ類予防接種実施医療機関一覧表」のとおり。

３ Ａ類予防接種を受けるに当たって注意すべき事項

予防接種を受けることが適当でない者は、次の各号に掲げる者とする。

 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種

を行う必要がないと認められる者

 明らかな発熱を呈している者

 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈

したことが明らかな者

 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠しているこ

とが明らかな者

 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾患の予防接種、



外傷等によるケロイドの認められる者

 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

４ Ｂ類予防接種の種類及び対象者

種  類 対 象 者

インフルエンザ

満６５歳以上の者

満６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、腎臓又

は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制

限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不

可能な程度の障がいを有する者

高齢者肺炎球菌

平成２６年３月３１日において１００歳以上の者及

び同年４月１日から平成２７年３月３１日までの間

に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、

９５歳又は１００歳となる者で、初めて２３価肺炎球

菌莢膜ポリサッカライドワクチンを接種する者。 

満６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、腎臓又

は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活が極度に制

限される程度の障がいを有する者及びヒト免疫不全

ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不

可能な程度の障がいを有する者

  本人が接種を希望していることが明確に認められる場合に限ります。

  対象者の意思が確認できない場合は、接種を受けることはできません。

５ Ｂ類予防接種の実施期間

  インフルエンザ 平成２６年１０月１５日から平成２７年１月３１日

まで

  高齢者肺炎球菌 平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日ま

で

６ Ｂ類予防接種の実施場所

別表「津市Ｂ類予防接種実施医療機関等一覧表」のとおり

７ Ｂ類予防接種を受けるに当たって注意すべき事項

予防接種を受けることが適当でない者は、次の各号に掲げる者とする。

 明らかな発熱を呈している者

 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

 予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈したことがあ

ることが明らかな者



 以前にインフルエンザ予防接種を受けて、接種後２日以内に発熱及び全

身性発疹等の反応があった者

 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者



 265-2511 
 268-1111 

 213-7615 
 225-7100 

 268-4141 
 233-6700 

 268-2351 
 268-2023 

 238-2800 
 223-1122 

 244-2222 
 231-1500 

 245-1155 
 226-8282 

 234-2897 
 222-2332 

 225-2597 
 246-1000 

 225-6488 
 221-3000 

 221-5001 
 226-0118 
 229-5722 

 245-5900 
 227-6601 

 223-3211 
 221-6711 

 232-2866 
 232-2210 

 228-2646 
 231-2121 

 265-2016 
 228-2262 

 226-7770 
 238-5566 



 236-6006 
 232-0749 

 226-3030 
 221-5555 

 234-5384 
 230-3738 

 221-1000 
 224-7711 

 246-7771 
 226-2483 
 225-2235 

 225-2848 
 273-5000 

 237-3378 
 239-1777 

 237-2000 
 233-6611 

 238-5678 
 229-5725 

 229-7227 
 232-0123 

 233-6600 
 238-2222 

 227-7288 
 225-9955 

 230-2221 
 221-3700 

 279-5111 
 226-8555 

 244-2515 
 237-0013 
 213-1001 

 232-1111 
 232-2531 
 223-4645 

 234-3838 
 213-5111 



 227-5585 
 273-5577 

 245-0024 
 224-7777 
 229-6300 

 213-1024 
 235-2118 
 234-3344 

 221-0500 
 232-3001 

 255-5730 
 262-3175 

 254-0300 
 295-0005 

 293-5111 
 254-0001 

 255-2280 
 254-3500 

 255-1200 
 293-2255 
 256-0700 

 292-7007 
 256-6856 
 272-4187 

 256-3500 
 255-1115 

 254-1234 
 264-1234 

 259-0808 
 255-8600 

 262-0600 
 259-1211 

 256-8855 
 262-5175 



 262-3076 
 265-2511 

 268-1111 
 213-7615 

 225-7100 
 267-1801 

 268-4141 
 233-6700 

 213-1200 
 268-2351 

 227-6681 
 268-2023 

 225-1980 
 223-1122 

 244-2222 
 231-1500 
 228-6505 

 245-1155 
 232-2216 

 226-8282 
 234-2897 

 225-1878 
 222-2332 
 267-1211 

 246-5511 
 228-2816 

 225-2597 
 246-1000 

 221-0234 
 225-6488 

 221-3000 
 221-5001 

 226-0118 
 245-5900 



 227-6601 
 223-3211 

 221-6711 
 232-2866 

 232-2210 
 228-2646 

 227-6711 
 227-6712 

 268-2352 
 231-2121 

 228-5498 
 265-2016 

 223-0313 
 228-2262 

 226-7770 
 238-5566 

 239-1313 
 213-8741 

 236-6006 
 232-0749 

 235-5511 
 222-5111 

 233-6800 
 226-3030 

 225-3432 
 221-5555 

 232-2316 
 226-5525 

 235-5300 
 230-7814 
 234-5384 
 230-3738 

 235-3387 
 221-1000 

 226-1111 
 221-2121 



 224-7711 
 213-5005 
 245-6111 

 246-7771 
 236-2588 

 224-1661 
 226-2483 

 227-4918 
 225-2235 

 225-2848 
 225-6161 

 228-9100 
 273-5000 

 237-3378 
 239-1777 

 227-6171 
 237-5050 

 230-1120 
 237-2000 

 228-5181 
 233-6611 

 238-5678 
 228-3562 
 244-0277 
 229-5725 

 229-7227 
 213-2424 

1  229-6699 
 233-6600 

 224-9900 
 229-5711 

 235-0886 
 227-5605 

 238-2222 
 227-7288 
 225-9955 



 228-3546 
 230-2221 

 230-7373 
 221-3700 

 279-5111 
 226-8555 

 244-2515 
 221-2200 

 237-0013 
 235-2125 

 228-0100 
 213-1001 

 232-1111 
 232-2531 

 234-3838 
 213-5111 

 226-0800 
 225-1020 

 234-3100 
 227-5585 

 245-0024 
 230-8033 

 224-7777 
 229-6300 

 213-1024 
 235-2118 
 234-3344 

 227-4187 
 221-0500 

 232-3001 
 265-6500 

 227-0207 
 246-6771 

 259-2001 
 255-5730 

 293-0026 



 256-6665 
 262-3175 

 254-0300 
 255-2077 
 255-5264 

 255-7766 
 275-0032 

 255-3076 
 264-1011 
 295-0005 
 275-0211 

 293-5111 
 254-0001 
 252-1111 

 252-2300 
 252-0211 

 252-2751 
 255-2280 

 254-3500 
 255-1200 
 295-0707 

 256-8180 
 293-2255 
 256-0700 
 255-2417 
 259-1212 

 264-0111 
 254-0777 
 292-7007 
 256-6856 
 272-4187 

 256-3500 
 255-1115 

 254-1234 
 264-1234 

 259-0808 



 255-2986 
 256-6100 

 293-6260 
 252-1555 

 255-0585 
 256-7070 
 255-5288 

 255-8600 
 262-0203 
 295-1600 
 262-0600 

 254-4500 
 259-1211 

 272-0310 
 254-3636 

 256-8855 
 262-0111 

 262-5175 



津市公告第１４５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年１０月１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年９月２４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字平林３５３０番１２、３５３０番１３ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市芸濃町椋本字平林３５３０番地７

  今田 宜史 



津市公告第１４６号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年１０月１日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年９月２６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市安濃町東観音寺字北浦５８６番４ほか１８筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  鈴鹿市江島町２８８番地の１

  有限会社 三重土地流通 

  代表取締役 坂倉 博之 

  鈴鹿市中旭が丘一丁目１１番３９号

  株式会社 麦 

  代表取締役 田邉 冷記 

  鈴鹿市中江島町２０番２２号

  株式会社 ダイレクト 

  代表取締役 並木 和人 



津市公告第１４７号 

 三重県宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４７年三重県条例第４１号）

第６条の規定により確認した宅地開発事業に関する工事が完了しましたので、

同条例第１２条第４項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２６年１０月２日 

                       津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年７月８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一志町庄村字古御堂４９４番１ほか３筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

  株式会社サークルＫサンクス 

  代表取締役 竹内 修一 



津市公告第１４８号 

 三重県宅地開発事業の基準に関する条例（昭和４７年三重県条例第４１号）

第６条の規定により確認した宅地開発事業に関する工事が完了しましたので、

同条例第１２条第４項の規定により次のとおり公告します。 

  平成２６年１０月２日 

                       津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年９月２６日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一志町田尻字西浦４７２番１ほか１０筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市幸町２７番３５号 

  株式会社 ランド・二十一 

  代表取締役 西浦 義樹 



津市公告第１４９号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１０月３日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年９月２９日

２ 抑留期間 平成２６年１０月６日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 津市大園町 
トイプード

ル 
茶 雌 小型 

９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１５０号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１０月３日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年９月３０日

２ 抑留期間 平成２６年１０月７日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市片田長

谷町 
マルチーズ 白 雄 小型 

９１日

以上 
首輪あり 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１５１号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第６条第１項の規定に

より、次のように農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を変更したので、

同条第６項の規定により公告します。

  平成２６年１０月６日

津市長 前 葉 泰 幸  

（ 「次のように」は省略し、その関係書類を津市農林水産部農林水産政策課

に備え置いて縦覧に供します。 ）



津市公告第１５２号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第２０条第１項の規定により都市計画の図書の写しの送付を受けたので、

同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２項の規定により、当該

都市計画の図書を縦覧に供する。 

  平成２６年１０月８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画の種類及び名称 

津都市計画区域区分 

２ 縦覧場所 

  津市都市計画部都市政策課 



津市公告第１５３号

 狂犬病予防員より狂犬病予防法（昭和２５年法律第２４７号）第６条第１項

に基づく犬の抑留について通知がありましたので、同条第８項の規定により公

告します。

  平成２６年１０月９日

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 抑留日  平成２６年１０月２日

２ 抑留期間 平成２６年１０月１４日まで

番号 捕獲した

場所

種類 毛色 性別 体格 年齢 その他

１ 
津市雲出長

常町 
雑種 白 雌 中型 

９１日

以上 
首輪なし 

２ 
津市雲出長

常町 
雑種 茶 雌 中型 

９１日

以上 
首輪なし 

３ 連絡先 津市環境部環境保全課

         電話 ０５９－２２９－３２８２

津保健福祉事務所 保健衛生室衛生指導課

         電話 ０５９－２２３－５１９２



津市公告第１５４号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２６年１０月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１５５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２６年１０月１０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２６年１０月７日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市一身田中野字角田４１７番１ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  愛知県稲沢市中之庄町辻畑１５３

  櫻井孝勝、櫻井智球子 















































津市水道局公告第１１号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年１０月６日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 

































津市水道局公告第１２号 

建設工事等に係る事後審査型条件付一般競争入札を執行しますので、地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規

則（平成１８年津市規則第４０号）第４条の規定により、次のとおり公告しま

す。 

  平成２６年１０月１４日 

津市水道事業管理者 佐 治 輝 明  

記 

別紙のとおり 









 津市議会傍聴規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成２６年１０月１５日 

                   津市議会議長 田 矢 修 介 

津市議会規則第１号 

   津市議会傍聴規則の一部を改正する規則 

 津市議会傍聴規則（平成１８年津市議会規則第３号）の一部を次のように改

正する。 

 第３条第１項中「６０人」の次に「（手話通訳及び要約筆記を実施する場合

における当該手話通訳者及び要約筆記者を含む。）」を加える。 

 第４条中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、手話通訳者が手話通訳を行う場合においては、

起立して傍聴することができる。 

第７条に次の１項を加える。 

２ 第４条第２項の規定により、手話通訳者が手話通訳を行うために起立して 

傍聴する場合においては、他の傍聴人の妨げとならないよう配慮するものと 

する。 

   附 則 

 この規則は、平成２６年１１月２５日から施行する。 



津市選挙管理委員会告示第５０号

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第８９条の規定により平成２６年９月

１日現在にて調製した三重海区漁業調整委員会委員選挙人名簿の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第９４条において準用する公職選挙法（昭和２５年

法律第１００号）第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２６年１０月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

縦覧の場所     津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第５１号

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定により、次の者を

選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により告示する。

  平成２６年１０月１日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 抹 消 者 数 

             男       女        計 

             ２人      ０人       ２人 

２ 抹消した者の氏名等  津市選挙管理委員会事務局にて保管 

３ 抹 消 し た 年 月 日  平成２６年１０月１日



津市選挙管理委員会告示第５２号 

 津市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２６年１０月１日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次 

   津市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する告示 

 津市公職選挙事務取扱規程（平成１８年津市選挙管理委員会告示第１号）の

一部を次のように改正する。 

 第５条第１項中「第２８条」を「第２７条」に改める。

 第１４条中「直接請求及び」を「直接請求、市町村の合併の特例に関する法

律（平成１６年法律第５９号）の規定による合併協議会設置の請求及び合併協

議会設置協議についての投票の請求並びに」に、「委員」を「教育長又は委員」

に改める。

 第４３条中「不在者投票事務処理票」を「不在者投票事務処理簿」に改める。

 別表第１を次のように改める。



別表第１（第２７条関係） 

総
務
係

総
務
係

投票用紙
交付係

立会人   投票管理者  立会人 

立会人 投票管理者 立会人

投
票
用
紙

交
付
係

名
簿
対

照
係

受
付
係

投
票
用
紙

交
付
係

名
簿
対

照
係

受
付
係

投票箱 投票箱

投票箱

出口

入口

入口

出口

投票記載所 投票記載所代理投票

点字投票

（その１）

記載所

代理投票

点字投票
記載所

代理投票

点字投票
記載所

（その２） （同時に２以上の選挙を行う場合）

投 票 記 載 所



 第１３号様式を次のように改める。



第１３号様式（第１４条関係）

津市選挙管理委員会告示第  号

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１

項並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４

条第１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の

１の数、同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有す

る者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１

項、第８１条第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関

する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を

有する者の総数の３分の１の数を次のとおり告示する。

     年  月  日

津市選挙管理委員会    

委員長 （氏   名）  

１ ５０分の１の数

２  ６分の１の数

３  ３分の１の数



 第２４号様式中「あて先」を「宛先」に改め、同様式備考中「第  期日前

投票所の」を「（期日前投票所の名称）の」に、「を「第  期日前投票所

（場 所）」を「とあるのは「（期日前投票所の名称）（場 所）」に改める。

 第２５号様式備考中「第  期日前投票所（場 所）」を「（期日前投票所

の名称）（場 所）」に改める。

 第２８号様式備考中 

「第

 投

 票

区」

を

「第

 投

 票

 区

 投

 票

所」

に、

「第

期

日

前」

を

「

 期

 日

 前

 投

 票

 所

 の

 名

 称

  」

に改める。

 第３０号様式備考中「第 期日前投票所投票管理者」を「（期日前投票所の

名称）投票管理者」に、「第 期日前投票所」を「（期日前投票所の名称）」

に改める。 

 第３３号様式備考、第３５号様式（その１）備考及び同様式（その２）備考

中「第 期日前投票所」を「（期日前投票所の名称）」に改める。 

 第３９号様式を次のように改める。 

（

）



第３９号様式（第４３条関係） 

 不在者投票事務処理簿 

番
号

投
票
区
名

選挙人 

名 簿 

番 号 

選挙人 

氏 名 

投票用紙、封筒の請求 投票用紙等の交付 投票 投票の受理 
投票管理者 

への送致 

備考 
請求 

月日 

請求 

方法 

令第 50 条 

第 2 項の 

申立の区分 

船員の 

区 分 

同条第 3 項 

（点字）の 

申立の有無 

交付 

月日 

交付 

方法 

投票証明

書交付の

有無 

点字投

票用紙

交付の

有無 

交付 

責任者 
投票 

月日 
投票場所 立会人氏名 

代理投票

の仮投票

の有無 

受領

月日 

受領

区分 

送付又は

送致者 

受領 

責任者
送致

月日

送致 

責任者 



 第４９号様式及び第５０号様式を次のように改める。 



 第４９号様式（第５５条関係）

有 効 投 票 決 定 表

第    号          

票 数 票 
候 補 者 氏 名 

開 票 
管理者 

開
票
立
会
人

１ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 

枚 数 点 検 内 容 審 査 得 票 計 算 



 第５０号様式（第５５条関係）

無 効 投 票 決 定 表

第    号         

票 数 票 無
効
事
由開 票 

管理者 

開
票
立
会
人

１ ２ ３ ４ ５ 

６ ７ ８ ９ 10 

枚 数 点 検 内 容 審 査 得 票 計 算 



   附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第１４条の改正規定（「委員」

を「教育長又は委員」に改める部分に限る。）は、平成２７年４月１日から施

行する。 
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津市監査委員告示第７号 

平成２６年８月１９日付けで提出された住民監査請求書について、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第４項の規定に基づく監査の結果を、

同年１０月１０日付けで下記のとおり請求人に通知したので、同項の規定に基

づき、公表する。 

平成２６年１０月１０日

津市監査委員 高 松 和 也 

                                    津市監査委員  駒 田 修 一 

                                    津市監査委員 安 藤 友 昭 

                                    津市監査委員 伊 藤 康 雄 

記 

第１ 請求の受理 

１ 受理年月日 

住民監査請求書は、平成２６年８月２０日付けで受理した。 

２ 請求人の住所・氏名 

津市 村 田 正 人 

３ 請求の概要 

住民監査請求書、事実を証する書面及び平成２６年９月３０日に聴取し

た陳述の内容から、本件監査請求の概要は、次のとおりであると理解した。

 主張の要旨 

    市が平成２５年度町自治会交付金を小切手交付又は自治会長への個人

名義の口座への振込みによって支払った自治会のうち４４自治会につ

いては、当該交付金に係る実績報告が自治会長のみによる報告で、会計

が作成した決算書が添付されておらず、また、会計監査も受けていない

ことから、当該交付金の使途に係る第三者によるチェック機能は皆無で、

当該使途が検証できる客観的資料が存在しない。

    また、実績報告書における町自治会交付金の充当関係の文字は同じ筆

跡であることから市職員が記載したものと考えられ、使途に関する客観

的資料にはならない。

以上のことから当該４４自治会に係る平成２５年度の町自治会交付金
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の支出は違法なものである。

 求める措置の内容

平成２５年度に小切手交付又は自治会長個人名義の口座振込により

支出した町自治会交付金のうち、使途に関する客観的資料が添付されて

おらず本来の使途に使用されたことが判明しないものについて市に返

還させるとともに、平成２６年度における自治会長個人名義の口座への

振込みによる当該交付金の支出を差し止めるよう市長に勧告せよ。

第２ 監査の実施 

１ 監査の対象事項

  本件監査請求の監査の対象事項について、本件監査請求は、適法な監査

請求であるか否か、適法な監査請求であると認めたときは、当該適法な監

査請求に係る財務会計行為が違法行為に当たるか否か、とした。

２ 監査の手続 

本件監査請求の監査の手続について、監査対象部局を市民部対話連携推

進室とし、関係書類の提出を求めるとともに、関係職員の陳述を聴取した。 

第３ 監査の結果 

１ 確認した事実の概要

本件監査請求について、請求人が提出した事実を証する書面、市民部対

話連携推進室が提出した関係書類、陳述の内容等により確認した事実の概

要は、次のとおりである。

町自治会交付金は、町自治会活動を推進し、住民福祉の向上を図ること

を目的として、津市補助金等交付規則（平成１８年津市規則第４４号。以

下「補助金交付規則」という。）に基づく津市自治会交付金交付要綱（平成

２１年津市訓第１２号）により予算の範囲内で定める額を自治会に交付す

るものである。

当該交付金の支払いについては、年度当初に各自治会から、町自治会交

付金に係る請求書が提出され、当該請求書に基づいて市は概算で支払い、

事業が終了した後、各自治会長から実績報告書の提出を受けている。

当該実績報告書の提出の際には、各自治会長に配付された「自治会に係

る交付金等関係書類の提出について」に記載のとおり監査の押印若しくは

自治会長の証明文と押印がある収支が確認できる資料又は会計の押印があ
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る収支を確認できる資料が添付されている。

   平成２５年度については、小切手交付又は自治会長個人名義の口座振込

により町自治会交付金の支払を行った６５自治会のうち４３自治会につい

ては自治会長の証明文と押印がある収支が確認できる資料の提出、残りの

２２自治会については、当該自治会の監査又は会計の押印がある当該資料

の提出が行われている。

なお、請求人が主張する４４自治会のうちの１つである葛城団地自治会

については、請求人は自治会長個人名義の口座振込で収支が確認できる書

類の提出は行われていないと主張しているものの、当該自治会については

自治会名義の口座に振り込まれており、自治会長及び会計の署名と押印が

ある収支を確認できる書類が実績報告書に添付されていることが確認され

た。

以上のように提出された実績報告書及び収支が確認できる書類により市

は町自治会交付金が自治会活動のどの部分に充当されたかを確認した後、

交付を確定し、精算を完了している。

２ 結論 

監査の結果、本件監査請求について、次のとおり判断した。 

 本件監査請求の適法性に係る判断 

     本件監査請求は、住民監査請求の対象とする財務会計行為に係る請求

であることから、適法な監査請求であると判断したので、監査の対象と

した。 

 適法な監査請求に係る判断

適法な監査請求に係る請求人の主張は、認めることはできないものと

判断した。

３ 結論に至った理由

  請求人は４４自治会に係る町自治会交付金が小切手交付又は自治会長個

人名義の口座に振り込まれているにもかかわらず、自治会長のみによる実

績報告で、一部市職員が記載した文字も見られることから、収支が確認で

きる客観的資料は存在せず、改善措置をとらず交付された当該交付金は違

法な支出であると主張している。

  ところで、「公金の違法な支出」とは、普通地方公共団体の職員が、その
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管理する公金をその職務に関する法令または条例の規定もしくは当該団体

の議会の議決に違反し、または私利を図る目的でその任務にそむいて支出

するか、あるいは支出するおそれがあると認められる場合をさすものと解

すべきであって、職員が前述法令ないし議決によって定められた基準に従

って公金を支出するものであるかぎり、職員の裁量的行為については、そ

れが裁量権の濫用にわたるものでなければ、その制限禁止を求めることは

できないとする判決がある（昭和３０年１１月７日名古屋高等裁判所金沢

支部判決）。

当該判決の違法な支出の基準に従い、今回の支出が違法なものであるか

どうかの検討を以下のとおり行う。

まず、法令又は条例の規定に違反しているかについてであるが、当該交

付金に関しては、条例が存在しないため、補助金交付規則及び当該規則が

根拠としている地方自治法第２３２条の２に違反しているかについて検討

してみる。

補助金交付規則第１２条には「補助事業者等は、補助事業等が完了した

とき、又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績

報告書（第６号様式）を市長に提出しなければならない」と規定されてい

る。

請求人が主張する４４自治会のうち４３自治会については、当該主張の

とおり、提出された実績報告書に係る収支の証明は自治会長のみであり、

会計等の第三者による客観的な証明は行われていない。

しかしながら、現在の補助金交付規則には客観的証明ができる書類等の

必要性については何らの言及もされていないことから、第三者による客観

的な証明がされていない実績報告書についても、当該規則に違反するとは

判断できない。

次に、「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄

附又は補助をすることができる」と規定されている地方自治法第２３２条

の２に違反しているかについて検討する。

津市自治会交付金交付要綱によると町自治会交付金は自治会活動を促進

するための防犯灯の維持管理、地域行事の実施、広報配布その他の町自治

会活動に要する経費を対象としている。

市は、自治会から提出された実績報告書により当該交付金について当該

要綱に規定する防犯灯の維持管理等の公益上必要であるものに充当されて
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いるかの確認を行い、交付を確定している。当該確認については、当該交

付金の支給方法のいかん及び第三者による客観的証明の有無に関わらず、

すべての自治会に対して行われていることから、自治会長への当該交付金

の支給方法及び客観的証明の有無が公益上の必要性を左右するものではな

い。

また、議会の議決に反しているかについては、当該交付金については、

公益上、必要なものに使用されると認められることから、毎年度、予算計

上され市議会においても予算が認められている。前述のとおり、公益上必

要なものへの使用の確認が行われ、支出が確定している以上、当然に議会

の議決に違反するものではない。

続いて私利を図る目的でその任務にそむいて支出しているかどうかであ

るが、前述のとおり、提出された実績報告書により充当額の確認が行われ

ていることから、市職員が私利を図る目的で支出できる余地は認められな

い。

さらに、以上の理由により法令又は条例の規定若しくは議会の議決に違

反し、又は私利を図る目的でその任務にそむいて支出するおそれがあると

も考えられない。

以上のことから、自治会長への小切手交付及び自治会長個人名義口座へ

の振込みの場合における、客観的証明がない実績報告書の提出が違法な支

出につながるとは認めらない。

また、請求人により提出された事実証明書においても違法な支出の根拠

は認められなかった。

よって請求人の主張は容認できないものと判断した。

第４ 意見 

監査の結果、客観的に違法な支出の存在が認められないことから、請求

人の主張は容認することはできないものであったが、今後の公金のより適

切で安全な管理の観点からも、取扱基準の明確化及び実効性の確保並びに

実績報告書の見直しも含めて自治会交付金事業のより適切な運営を期待す

るものである。

以上


